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歳　入 歳　出 

町　　　税 　５３５,２４９ 

使用料・手数料 　　４１,０４５ 

繰　入　金 　２７５,９３６ 

そ　の　他 　１５６,３８７ 

地方交付税 １,６４０,４２４ 

国庫支出金 　１３２,７３６ 

県　支　出　金 　２３９,６２２ 

地　方　債 　３３７,３００ 

そ　の　他 　１７８,３０１ 

合　　　計  ３,５３７,０００ 

総　務　費 　６６０,８４６ 

民　生　費 　９２７,２１０ 

衛　生　費 　２１９,７９１ 

農林水産業費 　１６１,４３１ 

土　木　費 　１８１,５９０ 

消　防　費 　２８７,０３４ 

教　育　費 　２８２,４３１ 

公　債　費 　７０８,１４９ 

そ　の　他 　１０８,５１８ 

合　　　計  ３,５３７,０００ 

自
主
財
源
 

依
存
財
源
 

町民税、軽自動車税など町民が町へ納めたお金 地域振興のためのお金 

安心した福祉充実のためのお金 

ゴミ等の環境衛生、予防接種等の保健衛生の 
ためのお金 

農林水産業の振興のためのお金 

道路整備、町営住宅運営のためのお金 

神山消防署、町消防団等の防災対策のためのお金 

教育や文化振興のためのお金 

町の借金返済のためのお金 

施設の使用料、住民票、戸籍等証明の手数料のお金 

町の貯金にあたる基金などから繰入れるお金 

財源不足が生じる自治体に、使い道を定めず国 
から交付されるお金 

国が使い道を指定して交付するお金 

県が使い道を指定して交付するお金 

公共施設の整備や財源の不足を補うために町 
が借入れるお金 

１５.１％ 

７.８％ 

４.４％ 

４６.４％ 

３.８％ 

６.８％ 

９.５％ 

５.０％ 

２０.０％ 

８.１％ 

８.０％ 

５.１％ 

６.２％ 

２６.２％ 

１８.７％ 

４.６％ 

３.１％ 

１.２％ 

繰出
金

公　債　費

普通
建設

事業
費

補
助
費
等

物　

件
　
費

人　

件
　
費

９５３,１５５
（２６.９％）

扶
助
費

維持補修費
１７,５００
（０.５％）

災害復旧
事業費
１３,５００
（０.４％）

積立金
３２,２０７（０.９％）

貸付金
３,９６０（０.１％）

予備費
１０,０００（０.３％）

２７５,１４７
（７.８％）

合計
３,５３７,０００
（１００％）

３４１,７７５
（９.７％）

７０８,１４９
（２０.０％）

４７１,８４６
（１３.４％）

４２９,１１６
（１２.１％）

２８０,６４５
（７.９％）
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０

１,０００

２,０００

３,０００

４,０００

５,０００

６,０００

H１３ H１４ H１５ H１６ H１７ H１８ H１９ H２０ H２１ H２２

４,５８９
５,１９１

３,９２６３,８８８３,７８５３,７１２３,５７０３,４３２３,５３７

４,５５０
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男　計 3,140人 
男平均年令 54.2才 

総人口 6,596人 
平均年令 56.9才 

女　計 3,456人 
女平均年令 59.4才 

総合計 〈女〉 〈男〉 

105～ 
100～104
95～99
90～94
85～89
80～84
75～79
70～74
65～69
60～64
55～59
50～54
45～49
40～44
35～39
30～34
25～29
20～24
15～19
10～14
5～9
0～4

0
0
7
28
126
260
322
265
192
303
307
225
141
117
109
121
147
141
118
89
73
49

600 500 400 300 200 100 100 200 300 400 500 600
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45
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262
249
264
201
158
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84
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（H16） 
91.6

全国町村平均 類似団体平均 
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平成21年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比 
0

20

40

60

80

100

10

30

50

70

90

％ 

6級 
10.9％ 

5級 
35.9％ 

4級 
3.1％ 

3級 
31.3％ 

2級 
12.5％ 

1級 
6.3％ 

6級 
11.0％ 

7級 
35.0％ 

8級 
12.0％ 

5級 
1.0％ 

4級 
17.0％ 

3級 
23.0％ 2級 

1.0％ 
1級 
0.0％ 

6級 
10.6％ 

5級 
30.3％ 

4級 
9.1％ 

3級 
25.8％ 

2級 
18.2％ 

1級 
6.0％ 
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国勢調査は　みんなで描く　日本の自画像
（平成２２年国勢調査標語：一般部門総務大臣表彰）
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わが町の人口動態

国立社会保障・人口問題研究所による神山町の人口推計

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
（人）

実績
H7
1995

実績
H12
2000

実績
H17
2005

実績
H22
2010

推計
H27
2015

推計
H32
2020

推計
H37
2025

推計
H42
2030

国立社会保障・人口問題研究所による神山町の3区分構成割合

実績
H7
1995

実績
H12
2000

実績
H17
2005

実績
H22
2010

推計
H27
2015

推計
H32
2020

推計
H37
2025

推計
H42
2030

8,614
7,798

6,924
6,146

3,553
4,093

4,719
5,419

0.0％

10.0％

20.0％

30.0％

40.0％

50.0％

60.0％ 54.8％

32.0％ 39.2％
44.1％ 45.4％

48.9％
52.8％ 54.6％ 54.9％

13.2％ 10.2％ 7.8％ 7.1％ 6.2％ 6.5％ 6.3％ 6.2％

50.6％ 48.1％ 47.5％

44.9％
40.7％ 39.1％ 38.8％

年少人口
0－14歳

生産年齢人口
15－64歳

高齢人口
65歳以上
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正
確
な
統
計
に
基
づ
い
て
、

公
正
で
効
率
的
な
行
政
を
行

う
た
め
に
は
、
日
本
に
住
む

す
べ
て
の
人
・
世
帯
か
ら
の
漏
れ
の
な
い
正

確
な
回
答
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
調
査
が
正

確
か
つ
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
た
め
に
は
、
関

係
者
の
皆
様
の
幅
広
い
ご
支
援
が
ぜ
ひ
と
も

必
要
で
す
の
で
、
調
査
員
が
う
か
が
っ
た
際

に
は
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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一時預かり保育一時預かり保育一時預かり保育●●●●● ●●●●●

４月１日から広野保育所において、一時預かり保育を行います。

お問合せ先　広野保育所　６７８－０５５６（IP２０２７）　健康福祉課　６７６－１１１４（IP２００４）

一時預かりとは こんな時利用できます

　専業主婦等の育児疲れの解消、急病
や入院等に伴う一時的な保育、又は親
の就労形態の多様化等に伴う継続定期
な保育など、需要に応じた保育サービ
スを提供することにより児童の福祉の
推進を図ることを目的としています。

保護者の傷病・入院、災害・事故、育児等に伴う心理的
肉体的負担の解消等により一時的に保育が必要なとき

蘆利　　用　　日　週３日までの保育が必要な日
蘆保　育　時　間　８：３０から１７：００（月曜日から金曜日）
蘆利用料（日額）　１日　２，０００円
蘆申　込　場　所　広野保育所に直接申込
　　　　　　　　してください。
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お問い合わせは　健康福祉課予防係　電話  676－1114　ＩＰ電話  2004
　　　　　　　　地域包括支援センター　電話  676－1185　ＩＰ電話  2031

◆対象
    神山町に住所を有する６５歳以上の方
　（６５歳未満の方も参加できます）

 ◆内容
    ○健康チェック
     ・健康相談・血圧測定・尿検査（必要時）
     ・体脂肪測定（必要時）
    ○介護予防筋力アップ体操 ○体力測定
    ○栄養改善に関する講義
    ○口腔機能向上に関する講義　など  

◆持参品
 　  健康手帳、タオル、お茶など
   　運動しやすい服装でお越しください。
◆スタッフ
 　  保健師、歯科衛生士、管理栄養士等
◆開催日時・場所
　  各戸に案内文書を送付していますが不明な
　方はお問い合わせください

いきいき健康づくり教室のお知らせ 笑顔と生きがいを
持って達者で暮ら
そう！
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お口の健康管理は全身の健康度をアップ
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健 康

相 談

健康に関するご相談はいつでも役場健康福祉課で受け付けています！お電話でも直接窓口に

お越しいただいても結構です。また、来庁が難しい場合などご家庭への訪問も行います。相

談には保健師・管理栄養士が対応いたします。お気軽にお声をかけてください。

電子レンジ
で簡単!!

お野菜たっぷり簡単レシピ

■ 材　料　１人分（目安量） ■ 作り方

アスパラとしめじの梅肉あえ

アスパラガス…５０ｇ（１/２束）

しめじ…………２０ｇ（１/４パック）

梅　肉…………５ｇ（小さじ１）

みりん…………２ｇ（小さじ１/３）

かつお節………少　々

①アスパラガスは堅いところを
切り落とし、ななめ切りにする。
しめじは石づきを除き、ほぐし
ておく。  
②①を器に入れ、ラップをかけ
て電子レンジ（６００Ｗ）で１分
程度加熱する。  
③②の水分を除き、みりんでの
ばした梅肉で和え、かつお節を
かける。  

私たちの食生活は社会変化に伴っ

て大きく変貌しています。   

そこで、国は食育の国民への浸透

を図るため、毎年６月を「食育月

間」、毎月１９日を「食育の日」と

定めました。より良い食事のあり

かたについて、みんなで考え、改

善に取り組んでみませんか？   

「楽しく食べること」「体が元気

になる食べ方」など、普段よりも

『食』について、余計に考えてみ

る日としてはいかがでしょうか？ 
栄養価：エネルギー２１kcal、たんぱく質２．１ｇ

脂質０．２ｇ、炭水化物４．４ｇ、塩分１．０ｇ

毎年６月は「食育月間」
毎月１９日は「食育の日」
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国　民　年　金　だ　よ　り国　民　年　金　だ　よ　り

詳しくは、徳島北年金事務所　電話088－655－0200
　または住民課年金係　電話676－1113（ＩＰ2003）までお問い合わせください。

　国民年金は20歳から60歳まですべての方が加入することになっています。
　しかし、所得が少ないなど国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人申請手続
によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
 
①全額免除・一部納付申請
 本人・世帯主・配偶者の前年所得（1月から6月までに申請される場合は前々年所得）が一定額以下
の場合には、申請により保険料の納付が全額免除または一部納付になります。
 
②若年者納付猶予申請
 30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得（1月から6月までに申請される場合は前々年所得）が一
定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
 
③学生納付特例申請
 学生の方で本人の前年所得（1月から3月までに申請される場合は前々年所得）が一定額以下の場合
には、申請により保険料の納付が猶予されます。
 
保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金やいざというときの障害基礎年金、遺族基礎年
金を受け取ることができない場合があります。必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合に
は免除申請をしましょう。
 
●保険料の追納
 保険料の免除や納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来の老齢基礎年金
の額が少なくなります。そこで、これらの期間は10年以内であれば、後から保険料を納めること（追
納）ができますが、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納すると、当
時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
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し えん じっ し

総務省　地デジチューナー支援実施センター
そう む しょう

経済的な理由で地上デジタル放送
がまだ受信できない方に

地上デジタル放送
簡易チューナーを
無償給付します。

かん

む

ほう そう じゅ しん し えん

～地上デジタル放送受信のための支援～

い

しょう きゅう ふ

生活保護などの

公的扶助を

受けている世帯

せいかつ ほ ご

こうてき ふ じょ

障がい者がいる

世帯で、かつ世帯

全員が市町村民税

非課税の措置を

受けている世帯

ひ か ぜい

しちょうそんみんぜい

社会福祉事業施設

に入所されていて自ら

テレビを持ち込んで

いる世帯

しゃ かい ふく し  じ ぎょう し せつ

［申込受付期間］
　平成22年4月19日～
　平成22年7月2日（消印有効）
　［平成22年度分］

上記の世帯の中でNHKの受信料が全額免除されている世帯が対象です。
ぜんがくめん じょ

この支援により、現在ご
利用中のアナログテレビ
（1台）で地上アナログ放
送終了後も引き続きテレ
ビ放送が視聴できるよう
になります！

し  ちょう

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
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リ
サ
イ
ク
ル
シ
ー
ル
に
つ
い
て

消
火
器
は
ど
の
よ
う
に

 
　
　
 
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
る
の
？

　
左
の
絵
の
よ
う
な
、
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ー
ル
が
貼
ら

れ
て
い
な
い
消
火
器
等
（
既
販
品
）
を
破
棄
す
る
際

に
は
、
消
火
器
工
業
会
が
発
行
す
る
リ
サ
イ
ク
ル
シ

ー
ル
を
購
入
し
、
廃
棄
す
る
消
火
器
に
貼
付
し
な
け

れ
ば
引
き
取
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。
消
火
器
の
販
売

代
理
店
が
担
う
特
定
窓
口
で
、
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ー
ル

を
購
入
し
、
廃
消
火
器
に
貼
付
し
て
か
ら
廃
棄
を
依

頼
し
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
既
販
品
用
の
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ー
ル
の
有
効

期
限
は
二
年
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 
 
　

新
し
い
シ
ス
テ
ム
開
始
後
の
消
火
器

　　
新
シ
ス
テ
ム
開
始
後
に
製
造
さ
れ
る
消
火
器
等（
新

製
品
）
に
は
出
荷
時
に
消
火
器
工
業
会
の
会
員
メ
ー

カ
ー
が
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ー
ル
を
貼
付
し
て
販
売
し
ま

す
。
消
火
器
工
業
会
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ー
ル
が
貼

ら
れ
た
消
火
器
を
引
き
取
る
際
に
は
別
途
、
二
次
物

流
や
処
理
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
な
く
引
き
取
り
ま

す
。
ま
た
、
新
シ
ス
テ
ム
ス
タ
ー
ト
当
初
の
一
年
間

は
消
火
器
工
業
会
が
、
社
会
実
験
と
し
て
シ
ス
テ
ム

の
検
証
を
行
う
た
め
や
一
般
ユ
ー
ザ
ー
へ
の
周
知
を

図
る
た
め
、
リ
サ
イ
ク
ル
費
用
を
負
担
し
ま
す
。
そ

の
際
に
製
造
さ
れ
る
消
火
器
に
は
社
会
実
験
用
と
記

載
さ
れ
た
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ー
ル
が
貼
付
さ
れ
、
新
製

品
用
と
同
様
に
二
次
物
流
や
処
理
費
用
を
別
途
徴
収

さ
れ
る
こ
と
な
く
引
き
取
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
新
製

品
用
・
社
会
実
験
用
共
に
シ
ー
ル
の
有
効
期
限
は
一

○
年
と
な
り
ま
す
。

粉
　
末

消
火
薬
剤

金
属
部
品

金
属
部
品

ゴ
　
ム

樹
　
脂

金
属
部
品

一
般
家
庭

企
　
業

リ
サ
イ
ク
ル
施
設

販
売
代
理
店
が

担
う
特
定
窓
口

再
　
生

廃
棄
物
と

し
て
処
分

リ
サ
イ
ク
ル

指
定
取
引
場
所

自
治
体
等

�
�
�
�
�
�
�
�
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特定窓口

排
出
者

持
込
み

指定引取場所

方
法
１

　
特
定
窓
口
に
引
き
取
り
を
依
頼
す
る
。

　　
全
国
に
あ
る
特
定
窓
口
に
回
収
を
依
頼
、
も

し
く
は
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
り
、
排
出
を
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
排
出
時
に
は
リ
サ
イ
ク
ル

シ
ー
ル
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
リ
サ
イ
ク
ル

シ
ー
ル
は
特
定
窓
口
で
ご
購
入
し
て
い
た
だ
く

こ
と
が
可
能
で
す
。

リ
サ
イ
ク
ル
シ
ー
ル
が
必
要
で
す
。

リ
サ
イ
ク
ル
シ
ー
ル
代
金
外
に
運
搬
費
用
、

保
管
費
用
が
必
要
で
す
。

 
※
　
料
金
は
特
定
窓
口
へ
お
問
い
合
わ
せ

　
　
　
下
さ
い
。

☆
　
注
　
意
　
事
　
項

方
法
２

　
指
定
取
引
場
所
に
持
ち
込
み
す
る
。

　　
全
国
に
約
一
八
○
ヵ
所
あ
る
指
定
取
引
場
所

へ
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
り
、
排
出
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
排
出
時
に
は
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ー

ル
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
リ
サ
イ

ク
ル
シ
ー
ル
を
取
扱
っ
て
い
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

　
神
山
消
防
署
で
は
、
消
火
器

の
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
の
受

付
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、

消
火
器
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る

お
問
い
合
わ
せ
は
承
り
ま
す
。

ご
不
明
な
点
等
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、
神
山
消
防
署
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
下
さ
い
。

リ
サ
イ
ク
ル
シ
ー
ル
が
必
要
で
す
。

運
搬
費
用
、
保
管
費
用
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

（
持
込
時
の
み
）

☆
　
注
　
意
　
事
　
項

消火器リサイクル

の方法

廃棄する消火器へ
張り付ける。

持
込
み

回
収
依
頼

回
収
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「子ども手当」が平成22年4月からはじまりました

「子ども手当」は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

「子ども手当」ってどんな制度？

●子どもを養育している方は、中学校を卒業するまでの子ども1人につき、月額1万3千
円（平成22年度）を受給できます。

●子ども手当は、受給資格を認定のうえ、お支払いします。お支払いは、年3回（6月、
10月、2月）で、前月分までの手当をお支払いします。（原則としてJA名西郡口座へ
の振込となります。）

●子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために有効に用いてください。

「子ども手当」を受給するためには？

●子ども手当を受給するには、神山町への申請が必要です。（児童手当の受給者の方は　　をご覧ください）
＊子ども手当の受給資格者は、子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父又は母です。父母に養育されていない子ども
については、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方が受給資格者となります。

「児童手当」を受給していましたが、手続きは必要なの？

●本年3月まで児童手当を受給していた方は、新たな申請手続きは必要ありません。（ただし、児童手当
を受給していた方で、新たに子ども手当の対象となる子ども(原則として中学2年生と3年生)がいる場
合には、「子ども手当額改定認定請求書」の提出が必要です。）

　
　
●平成22年度は子ども手当が支給されるため、原則として児童手当は支給されません。ただし、平成
22年6月に限り、平成21年度分の児童手当（平成22年2月分と3月分）が支払われます。

●所定の「子ども手当認定請求書」に記載のうえ、必要な書類を添付して申請してください。
（必要な書類）
＊加入している健康保険被保険者証の写しなど
＊子ども手当の振込を希望するＪＡ名西郡の口座番号が確認できる書類（預金通帳の写しなど）
＊その他必要な書類は、神山町健康福祉課窓口におたずねください。

●子どもが生まれるなど子ども手当の対象人数が変わった場合には、神山町へ「子ども手当
額改定認定請求書」を提出してください。
　
●公務員については、勤務先からお支払いすることとなります。公務員になった場合には、
神山町へ「子ども手当受給事由消滅届」の提出が必要となります。

＊転居によりお住まいの市区町村が変わった場合には、転居先の市区町村へ申請が必要となります。　
　
●子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを神山町に寄付し、
　子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄付
　を行う手続きもありますので、お問い合わせください。

お問合わせ先　健康福祉課　福祉係　電話676－1114　ＩＰ1004

児童手当の受給者の方はこちらをご覧ください。

子ども手当の趣旨にご理解をお願いします
　
　子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもと
に支給するものです。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子
ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
　子どもの将来の夢は何ですか？子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子ど
もの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
（なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、子ども手当が
子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。子ども手当の趣
旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。）




